
ペットフードの表示についてペットフードの表示について

平成１９年１０月１１日平成１９年１０月１１日

ペットフード公正取引協議会ペットフード公正取引協議会

大野和彦大野和彦

資料６



2

ペットフードの表示に関してペットフードの表示に関して

日本国内で販売されるペットフードの表示に
関して「ペットフードの表示に関する公正競争
規約・施行規則」がある。
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「公正競争規約」について「公正競争規約」について

「公正競争規約」とは？
• 景表法第１２条によりに定められ、各事業者団体が不当な
顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保する為に設定した
自主基準。食品を中心に約７０団体が運用している。

• 公正取引委員会はこの規約が、業界や製品の特性と商習慣
を明文化し、消費者の保護と消費者の正しい商品選択が
行われる事に適切と判断した場合、これを認定し官報により
告示する。

• 非会員社の義務と責任
非会員社には本規約の違反・罰則は適用されないが、本規
約に沿った表示が非会員にも広く普及しており、消費者から
も受け入れられている。



4

「公正競争規約」について「公正競争規約」について
• 公正競争規約は、消費者が製品の品質や価格、サービスな
どに関して事実誤認をするような表示を排除したり、製品
固有の特徴を消費者に伝える表示のルール

• 法令による表示事項では拾いきれないような表示内容を
規定したり、製品固有の特徴を「特定事項」として決め業界
内で運用する

• 特定事項の例
「徒歩１分は８０メートル」、「果汁たっぷりは、OO%以上
から」、「OOを強化は、O％以上必要」のような業界特有
の事項に関するルール。
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ペットフードの表示に関する公正競争規約ペットフードの表示に関する公正競争規約

• ペットフード公正取引協議会により制定され、運用される
自主基準。 制定には、消費者団体、流通団体、有識者の
意見・評価を必ず受け、その後に公正取引委員会が認定

する。

• 海外の製造者も、この英文規約により日本の表示ルールに
は、国内会員社と同等の共通理解をもっている。



6

ペットフード公正取引協議会についてペットフード公正取引協議会について
• ペットフードの表示に関する公正競争規約を運用する任意団体
（設立：昭和４９年）

• ペットフードの定義
犬及び猫の栄養補給を目的とし飲食に供せられる、原材料を加工した
ものを言う。

• 会員社：４６社 （１９年５月現在）
国内製造者、輸入販売者など表示の責任を持つ事業者（ブランド
オーナー）が加入
国内販売量の９０％以上をカバーする

• 主な活動内容
公正競争規約の協議会内外への周知徹底と理解啓発
公正競争規約の遵守状況の調査と違反の対応手続き（ペットフード試買
検査会）
公正競争規約及び関連法令違反の未然防止の取組み（問合わせへの
対応、会員内外への表示講習会の実施）
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「ペットフードの表示に関する公正競「ペットフードの表示に関する公正競
争規約」について争規約」について

• 必要表示事項

９項目の必要表示事項

• 総合栄養食の表示

基準を満たすための試験方法と表示方法
• 特定事項
「５％ルール」：特定原材料を５％以上使用していなければ商品名、絵や写真に

この原材料を使用している旨の表示は出来ない

• 不当表示
「特選」、「OOだから安心です」、「天然（或いはナチュラルペットフード）」

• 薬事法に抵触する表示・表現の禁止
• 違反の手続き
「調査関連の運用手続き」に基づき審議する。違反者には、文書警告、措置（１０
０万円以下の違約金、除名或いは公正取引委員会の措置）を求める。
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ペットフードの表示に関する公正競争ペットフードの表示に関する公正競争
規約について規約について

必要表示事項
1. ドッグフード又はキャットフードである旨

2. ペットフードの目的（総合栄養食、間食、その他の目的食
の別）

3. 内容量

4. 給与方法

5. 賞味期限又は製造年月

6. 成分

7. 原材料名（原料及び使用する添加物名）

8. 原産国名

9. 事業者の氏名又は、名称及び住所
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ペットフードの表示例ペットフードの表示例
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ペットフードペットフード試買検査会試買検査会

• 平成１８年度は青森市と鹿児島市において「ペットフードの表示に関する試買
検査会」を実施した。非会員社製品を含め、一般小売店で販売されているペット
フードの公正競争規約、薬事法に関する遵守状況の把握を行った。表示違反ま
たは、修正が望ましいと思われる製品に関して、後日事務局を通じてすべての
事業者に伝えられた。

• この試買検査会により、違反表示及び違反の疑いがあるすべての製品に関して
該当する会員社は表示変更の対応を取る事が確認された。

• 青森市 検査会＝平成1８年 ７月１４日
• 鹿児島市 検査会＝平成1８年 12月７日（公正取引委員会委託事業）
• 試買検査会での「表示違反」状況（規約及び薬事法）

会員社 非会員社

平成１７年（函館市） ６件（５） ６１検体中 ７件 （４）１５検体中
平成１７年（宮崎市） ５件 （４）７２検体中 ７件 （７）１６検体中
平成１８年（青森市） ５件（４） ７１検体中 ７件（５）１０検体中
平成１８年（鹿児島市） ５件（５） ７４検体中 １件（１）７検体中
（ ）内の数字は薬事法に違反すると考えられる表示の検体数


